
青
森
県
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
五
年
四
月
青
森
県
規
則
第
三
十
二
号
）
新
旧
対
照
表
（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
） 

 

（
書
類
の
経
由
） 

第
八
条 
法
、
政
令
及
び
省
令
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
提
出
す
る
書
類

は
、
所
管
の
地
域
県
民
局
長
を
経
由
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

改 
 
 
 

正 
 
 
 

後 

（
書
類
の
経
由
） 

第
八
条 

法
、
政
令
及
び
省
令
の
規
定
に
よ
り
地
方
厚
生
局
長
又
は
知

事
に
提
出
す
る
書
類
は
、
所
管
の
地
域
県
民
局
長
を
経
由
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

改 
 
 
 

正 
 
 
 

前 


